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1.401.40

人口あたりコスト（円） 3,188

8,246
一般職員人件費（平均
給与×（Ｂ））（千円）（Ｃ）

2,659 3,214

総コスト費（千円）（Ａ＋Ｃ） 16,114

7,764

人
件
費 7,657 7,657

一般職員所要人員（人）（Ｂ） 1.30

19,478 17,227

無

事 業 コ ー ド

事 務 事 業 名

経常

有

02010204

19,317

①目的

　生活習慣病の予防その他健康に関する事項について教育、
相談、訪問を通して、「自らの健康は自らが守る」という認識と
自覚を高め、健康の保持増進を図る。また、検（健）診におい
ては、生活習慣病をはじめ、各種疾病の早期発見・早期治療
を図る。

(3)期待される効果（本事業によって対象者をどのような状態にしたいのか） (4)事務事業を進める上での課題や問題

8,350

分 担 金 ・ 負 担 金

2,843

実績

有 無

02疾病予防の推進

（細施策）

委託直営
健康増進法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療
に関する法律など 義務付け

Ⅰ　事務事業の概要＜Ｐｌａｎ＞
(2)対象（誰を対象とするのか）(1)事務事業の目的及び内容

補助等

340内線

（基本柱） （基本施策）

実 施 方 法

02健康・福祉

健康福祉課健康

実 施 期 間

根 拠 法 令 等

第４次総合計画
体系

作成責任者職氏名
健康増進法関連保健事業

担 当 部 署 名

01健康増進・疾病予防の推進

単年

法令等の名称

746

年度

実績（見込）

24

327

9,570

685

Ⅱ　事務事業の実施＜Ｄｏ＞

国 庫 支 出 金

府 支 出 金

そ の 他 の 特 財

一 般 財 源

①

(2)成果指標等

27 年度

目標値

③

番号

子宮がん検診受診率

乳がん検診受診率目標指標

②

6,651

指標名称

大腸がん検診受診率

単位

22.2

71%

26.0 19.4 0.7

目標値 達成率(%)

％

％

0.7 25.115.5

起 債

事業費（見込含む）（千円）（A)

年度 25

619

23.0

26

（1/2）

実行区 分

継続 （　　　　　　年度～　　　　　　年度）

使 用 料 ・ 手 数 料

　生活習慣病等の予防その他健康に関する事項について教
育、相談、訪問、検（健）診を通して、「自らの健康は自らが守
る」という認識と自覚を高め、健康の保持増進を図れるととも
に、各種疾病の早期発見早期治療を図ることができる。

各種検（健）診の受診率の向上を図る。

841

11,821

567

847

財
源
内
訳

目標指標

指標区分

目標指標

％

②内容

・健康手帳の交付
・健康教育
・健康相談
・訪問指導
・各種検（健）診等

18.3

26平成

212%

7,2989,307

40歳以上の村民、40～64歳の村民

26 年度

事業費(見込）

1,100

年度

17.7

1.30 1.40

8,246

3,188

17.7

8,766

実績値

0.7

25

目標値

12.4

年度

19,317

11,071

650

620

1,035

年度

753

事業費（予算）

○目標指標評価値（達成率平均値）

25.1

23.0

8,766

課長　菊井　佳宏

年度事務事業評価調書

事業費(見込）

11,071

650

620

1,035

(1)事務事業の事業費及びコスト費

27



（Ｂ）

評価ランク（改善の目安）

　健康増進法関連保健事業については、生活習慣病の予防その他健康に関する事項について教
育、相談、訪問を通して健康の保持増進を図ることと、検（健）診は、生活習慣病をはじめ、各種疾病
の早期発見・早期治療を図るものであり、引き続き実施すべきと考える。

Ｂ

（2/2）

Ｂ

Ａ：拡充
Ｂ：現状維持
Ｃ：見直し
Ｄ：縮小
Ｅ：休止・廃止

Ａ：拡充
Ｂ：現状維持
Ｃ：見直し
Ｄ：縮小
Ｅ：休止・廃止

　健康増進法関連保健事業については、生活習慣病の予防その他健康に関する事項について教
育、相談、訪問を通して健康の保持増進を図ることと、検（健）診は、生活習慣病をはじめ、各種疾病
の早期発見・早期治療を図るものであり、引き続き実施すべきと考える。

(3)行政経営戦略会議結果

(2)第三者による有識者会議結果

②改善の方向性の理由、改善する上での具体的な改善策や課題等

　健康増進法関連保健事業については、生活習慣病の予防その他健康に関する事項について教育、相談、訪問を通して健
康の保持増進を図ることと、検（健）診は、生活習慣病をはじめ、各種疾病の早期発見・早期治療を図るものであり、引き続き
実施すべきと考える。また、がん検診については受診者の利便性を図るため、一部のがん検診については医療機関での個
別検診を実施しているが、今後拡充も検討していく。

Ⅴ　事務事業評価結果（担当者は記入しないでください。）

(1)政策担当結果

評価の理由及びその考え方

健康増進法に基づき、村の特性にあわせて事業を行っている。

４．大いに貢献している

３．概ね貢献している

２．あまり貢献していない

※施策の目的が村
の政策体系に貢献
しているか

4

１．貢献していない

①妥当性

②有効性
4

Ⅲ　事務事業の評価＜Ｃｈｅｃｋ＞

評価項目 評価結果

４．効果がある

各種健康増進法関連保健事業を行うことにより目的を遂行できてい
る。

※期待された効果
が得られているか

１．効果がない

(1)成果の自己検証

３．概ね効率は良い

２．あまり効率は良くない

１．効率は良くない

４．非常に効率は良い

３．一応の効果がある

２．あまり効果がない

目標指標評価値
（Ａ）

事務事業評価値
（Ｂ）

総合評価値
（Ａ）＋（Ｂ）／２

(2)検証結果

ｄ：30～49％（休止・廃止又は縮小）

③効率性
3

検診は日によって定員割れの日もあるが、集団検診のみであるため
やむを得ない。

※効率的に進めら
れているか

検診については受益者負担を徴収している。
※受益や負担が公
平になっているか

３．概ね公平である

２．少し偏りがある

１．公平ではない

④公平性
3

４．公平である

14
○事務事業評価値

（①～④の合計／16）
／16 88%

Ａ：拡充　　Ｂ：現状維持　　Ｃ：見直し　　Ｄ：縮小　　Ｅ：休止・廃止

(1)改善の方向性

71% 88% 79% ｂ

Ⅳ　事務事業改善の方向性＜Ａｃｔｉｏｎ＞

Ｂ ←

ａ：90％以上（現状維持又は拡充）

ｂ：70～89％（見直し又は現状維持）

ｃ：50～69％（縮小又は見直し改善）

①改善の方向性（自己評価）

ｅ：30％未満（休止・廃止）

Ａ：拡充
Ｂ：現状維持
Ｃ：見直し
Ｄ：縮小
Ｅ：休止・廃止


